
鈴鹿市告示第１５号 

鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年１月２８日 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱の一部を改正する告示 

鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱（平成１１年鈴鹿市告示第１４８号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表第２（第２条、第３条、第６条、第７条関

係） 

別表第２（第２条、第３条、第６条、第７条関

係） 

不正行為等による資格停止措置基準 不正行為等による資格停止措置基準 

不

正

行

為

等 

措置要件 
措置

期間 

不

正

行

為

等 

措置要件 
措置

期間 

１ 略   略 略 １ 略  略 略 

２ 独

占

禁

止

法

違

反

行 

(１) 市発注工事に関し

、独占禁止法第３条又

は第８条第１号に違反

し、契約の相手方とし

て不適当であると認め

られるとき。 

３月

以上

12月

以内 

２ 独

占

禁

止

法

違

反

行 

(１) 市発注工事に関し

、独占禁止法第３条又

は第８条第１号に違反

し、契約の相手方とし

て不適当であると認め

られるとき。 

12月 

(２)・(３)  略 略 (２)・(３)  略 略 



  為      為    

 ３

～

６ 

略   略 略   ３

～

６ 

略   略 略  

備考 備考 

  略   略 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第２の規定は、この告示の施行の日以後の措置について適用し、同

日前の措置については、なお従前の例による。 


